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障がい福祉相談窓口

担 当 課 電話番号 住 所

本

庁

舎

障がい福祉課

管理給付係 ４７－１８２８

自立支援係 ４７－１９２９

４７－１９５６

FAX(共通) ４７－１８４５

福祉事業係 ３２－４２２０

〒３７３－８７１８

太田市浜町２番３５号

医療年金課

国民年金係 ４７－１９４１

医療助成係 ４７－１９４０

後期高齢者医療係 ４７－１９２６

国民健康保険課
保険係 ４７－１８２５

給付係 ４７－１８２５

長寿あんしん課
地域支援係 ４７－１８５６

いきがい推進係 ４７－１８２９

介護サービス課
介護サービス係 ４７－１９３９

介護認定係 ４７－１９３８

子育てそうだん課 子育て相談係 ４７－１９１１

こども課

児童給付係 ４７－１９４２

施設管理係 ４７－１８３０

入園児童係 ４７－１９４３

市民税課

諸税係 ４７－１９３１

市民税一係 ４７－１９３２

市民税二係 ４７－１８１８

南
庁
舎

社会支援課
管理係 ４７－１８２７

保護一・二係 ４７－１９５７

保健センター ４６－５１１５
〒３７３－０８５１

太田市飯田町８１８

社
会
福
祉
協
議
会

本所
４６－６２０８

FAX ４６－６２２９

〒３７３－０８１７

太田市飯塚町１５４９

（太田市福祉会館内）

西部支所
５７－２６１６

FAX ５７－２９７５

〒３７０－０３１３

太田市新田反町町８３１-３

（新田福祉総合センター内）

※記載されていない市外局番は、「０２７６」です。
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太田市障がい者相談支援センター

対 象 者：障がい（身体・知的・精神）及び難病をお持ちの方、又はその家族の方

支援内容：福祉サービスの相談、進路相談、暮らしの相談、療育相談等

相談費用：無料

相談時間：月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時（土日、祝・祭日、年末年始除く）

個別相談については予約が必要な場合があります。

開設場所：太田市浜町２－３５（太田市役所内）

TEL ５７－８２１０

FAX ５７－８２１５

太田市こども発達支援センターにじいろ

対 象 者：発達や言葉の遅れ、不登校・不登園を含む集団適応等が気になるこどもと保護者

支援内容：発達相談、医学的相談、就学及び進路相談、医療受診相談等

費 用：無料

相談受付時間：月曜日～金曜日 午前９時００分～午後４時３０分（土日、祝・祭日、年末年始を除く）

※事前予約が必要です

場 所：太田市城西町９１（こども館内）

TEL ５５－２１４８

FAX ５５－２１２４

太田市民生児童委員協議会

民生委員・児童委員は、民生委員法、児童福祉法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された無報酬のボ

ランティアで、非常勤の地方公務員として位置づけられています。

主な活動内容は、地域の身近な相談相手として、地域住民からの心配ごと等の相談に応じ、行政との

「つなぎ役」として活動しています。また、定期的な訪問等により高齢者世帯や子どもたちの見守りや

地域活動等を行います。

●こんなときにご相談ください

・生活に困っているが、どこに相談してよいかわからない

・介護・福祉サービスを利用したいが、どのようにすればよいのか

・ひとり暮らし高齢者なので見守りをしてほしい

・子育てに関する相談窓口を知りたい 等
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窓 口：社会支援課 管理係 TEL ４７－１８２７

・身体障害者手帳

この手帳は、身体障がい者が各種サービスを受けるために必要となる手帳です。群馬県が発行しま

すが申請等の手続きは障がい福祉課となります。

手 帳 の 申 請：指定医が記入した診断書、本人顔写真（縦４㎝×横３㎝）、はんこ、在留カード（外

国籍の方）

(障害の追加 ) マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードと本人確認できる書類をそろえ

て申請をしてください。

障 害 の 回 復：病状が改善し、その障がいの状態にあたらなくなった場合、障害者手帳の返還

が必要となります。

住所・名前の変更：市民課に届出のうえ、障がい福祉課で手帳の変更を行います。

死 亡：障害者手帳の返還が必要となります。

市民課に届出のうえ、障がい福祉課へお越しください。

※再認定がある方については、２か月程度前に障がい福祉課からご連絡させていただきます。

詳しくは通知に記載させていただきますので、確認のうえお手続きをお願いいたします。

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 管理給付係 TEL ４７－１８２８

・療育手帳

療育手帳は、知的障がい者が各種の援護措置を受けやすくする目的で「児童相談所」(１８歳未満の

方)又は「心身障害者福祉センター」（１８歳以上の方）において判定を受けた方に交付される手帳

です。

手帳の申請窓口：居住地の市区町村。申請には事前の判定が必要になり、交付には１ヶ月程度掛か

ります。

必 要 書 類：申請書、本人顔写真（縦４cm×横３cm）１枚、マイナンバーカード又はマイナンバ

ー通知カードと本人確認できる書類、在留カード（外国籍の方）

手帳の再判定：手帳に次の判定年月が記載されている場合は、その期間に「児童相談所」又は

「心身障害者福祉センター」で再判定を受ける必要があります。

住所、氏名の変更：手帳に記載されている住所、氏名に変更があった際は、記載変更の手続きが必要

になりますので、障がい福祉課までお越しください。

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 管理給付係 TEL ４７－１８２８

安心してご相談ください。民生委員・児童委員には、法による守秘義務があります。 同意な

く相談内容や個人情報が他の人に伝わることはありません。
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・精神障害者保健福祉手帳

この手帳は、精神障がい者が各種の福祉サービスを受けるために必要となります。

手帳の交付を受けるには、医師の診断書又は、障害年金証書等が必要となります。提出された申請書類

は市役所を経由して県に進達され、県（こころの健康センター）において、厚生労働省の基準により判

定され、手帳の交付が決定します。手帳が市に送付され次第、本人に連絡し交付します。

手帳（精神障害者保健福祉手帳）の等級：１、２、３級（有効期限は２年です）

費用負担：申請は無料ですが、診断書料は個人負担となります。

必要書類：申請書、診断書（精神障害者保健福祉手帳用）又は、障害年金証書等と直近の年金振込（

支払）通知書、手帳（更新の方）、本人顔写真（縦４㎝×横３㎝）、マイナンバーカード

又はマイナンバー通知カードと本人確認できる書類、在留カード（外国籍の方）

※写真の添付を希望しない場合は、受けられるサービスに差異が生じることがあります。

※手帳交付は、申請後３ヶ月程度の期間がかかります。

※更新申請は有効期限の３か月前から申請できます。

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 管理給付係 TEL ４７－１８２８

（医療機関でも申請協力を行っている場合があります）
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補装具交付、修理事業

対 象 者：身体障害者手帳を持っている方及び難病患者等に対し、補装具を給付します。

対象品目：群馬県版「障害者福祉制度のごあんない」の「補装具の交付、修理」を参照。

費 用：世帯の課税状況に応じて、一部負担していただくことがあります。

給付申請：本庁舎 障がい福祉課 管理給付係 TEL ４７－１８２８

日常生活用具給付事業

対 象 者：身体障害者手帳等を持っている在宅の方及び難病患者等。

内 容：自立支援用具等の日常生活用具を給付します。ただし、障がい及び程度により給付できる品

目が異なります。

費 用：世帯全体の課税状況に応じて、一部負担していただくことがあります。

給付申請：本庁舎 障がい福祉課 管理給付係 TEL ４７－１８２８

※ ☆印については県ごあんない未記載の品目

障害区分 品目

肢体不自由者

便器、特殊便器、特殊マット、特殊寝台、訓練いす、訓練用ベッド、特

殊尿器、入浴担架、入浴補助用具、体位変換器、携帯用会話補助装置（音

声言語障害も）、移動用リフト、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助

用具、頭部保護帽、Ｔ字状・棒状のつえ、収尿器、☆カーシート

※ の種目について、介護保険被保険者は、介護保険が適用となり

ます。

視覚障害者

視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用時計、点字タイプラ

イター、電磁調理器、視覚障害者用体温計、視覚障害者用拡大読書器、

点字図書、視覚障害者用体重計、歩行時間延長信号機用小型送信機、点

字ディスプレイ(聴覚と重複)、視覚障害者用情報認識読上げ装置、点字
器、情報・通信支援用具、☆視覚障害者用秤、☆視覚障害者用携帯型歩

行支援装置、☆視覚障害者用音声ＩＣタグレコーダー、☆視覚障害者用

血圧計

聴覚障害者
聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報

受信装置

内部障害者

透析液加温器、☆在宅血液透析排水処理槽、酸素ボンベ運搬車、ネブラ

イザー、電気式たん吸引器、ストーマ装具、☆人工呼吸器用衛生用品

☆動脈血中酸素飽和度測定器

音声機能障害者 人工喉頭、携帯用会話補助装置、人工鼻

共通 火災警報器、自動消火器
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ストマ用装具・紙おむつ購入費の助成

対 象 者：①直腸機能障がい又は膀胱機能障がいにより、人工肛門又は人工膀胱を造設し、蓄便袋・蓄

尿袋を使用している方

②ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しいびらんのため、蓄便袋・蓄尿袋を装着で

きない方又は二分脊椎により紙おむつを使用している方

③脳性麻痺等の先天的な脳原性運動機能障がいにより、排せつの意思表示等が困難で医療機

関の意見書により紙おむつが必要と認められた方

助 成 額：日常生活用具給付事業のストマ装具等の給付を受けていない場合で、４月から翌年３月まで

に自費で購入した費用の半額。ただし、年度の途中で身体障害者手帳の交付を受けた場合は、

手帳交付日以降に購入した分について助成いたします。

限 度 額：蓄便袋·························· ２５，０００円

蓄尿袋·························· ３０，０００円

蓄便袋、蓄尿袋両方使用の場合···· ５０，０００円

紙おむつ························ ５０，０００円

必要書類：身体障害者手帳、預金通帳、領収書又は証明書

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 管理給付係 TEL ４７－１８２８

おむつ購入費の助成（平成２７年度より実施）

対 象 者：以下の①～③全ての要件を満たしている方

（ただし、太田市の他制度により、おむつの給付対象となる方は除きます）

①身体障害者手帳１級～２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級のいずれかを

所持している

②３歳以上６５歳未満

③障害児福祉手当または特別障害者手当を受給している

助 成 額：４月から翌年３月までに自費で購入した費用

限 度 額：３６，０００円

必要書類：預金通帳、領収書

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 管理給付係 TEL ４７－１８２８
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自助具購入費補助

障がい児(者)が日常生活を容易にする自助具を購入した場合にその費用を補助するものです。

対 象 者：太田市内に住所を有し、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた方

自助具の種目：身体的又は精神的能力の不全を補う器具及び用具（補装具及び日常生活用具は除く）で

次表に掲げるもの

補 助 率：生活保護法による被保護世帯及び所得税非課税世帯 １００％補助

前年度所得税課税世帯 ５０％補助

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 管理給付係 TEL ４７－１８２８

運転免許取得費用の補助

対象者：肢体不自由の身体障害者手帳を持っている方で、補助金の交付の申請をする日が属する年度の

市町村民税の所得割の額（当該年度の市町村民税の所得割の額が確定しないときは、その前年度の市町

村民税の所得割の額）が１６０，０００円未満の方。

内 容：群馬県公安委員会指定自動車教習所で普通自動車免許の取得を目的に教習を受ける費用のうち

２１０，０００円を限度として、その１／３～１０／１０を助成します。

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 自立支援係 TEL ４７－１９２９

【貸与教習所及び身体障がい者教習用自動車一覧】（群馬県「障害者福祉制度のごあんない」より抜

粋」

区 分 種 目

身の回りの動作用自助具
食事用自助具､整容用自助具､更衣用自助具､用便用自助具､移

動用自助具､床上動作用自助具､その他必要と認められるもの。

生活関連動作用自助具
炊事用自助具､洗濯用自助具､掃除用自助具､買物用自助具､そ

の他必要と認められるもの。

趣味･スポーツ･文化の諸動作用自助具 遊具又はスポーツ用自助具。

自動車教習所 電話番号 自動車 排気量 総重量

（財）館林交通安全教育協議会 72-3524 コロナ 1800cc 1.5t 以下

（株）伊勢崎自動車教習所 0270-24-1515 コンフォート 1800cc 1.5t 以下

（株）桐生自動車教習所 0277-47-5555 ランサー 1800cc 1.5t 以下
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自動車改造費用の助成

対象者：肢体不自由の身体障害者手帳を持っている方で、補助金の交付の申請をする日が属する年度の

市町村民税の所得割の額（当該年度の市町村民税の所得割の額が確定しないときは、その前年

度の市町村民税の所得割の額）が１６０，０００円未満の方。

内 容：自動車の手動装置等の改造に要する経費に対して、１００，０００円を限度として補助しま

す。

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 自立支援係 TEL ４７－１９２９

介護用車両購入補助金

対 象 者：下肢の障害で身体障害者手帳１・２級、体幹の障害で身体障害者手帳１・２級

下肢及び体幹の重複障害で身体障害者手帳１・２級

内 容：介護用車両を新規に購入又は介護車両用に改造した費用、改造済中古車を購入する費用に

対し５０，０００円を限度として補助します。

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 自立支援係 TEL ４７－１９２９

福祉タクシー券の交付

対 象 者：身体障害者手帳１～２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級

（自動車税の減免を受けている方、施設入所中の方には交付できません）

※ただし、市の交通費補助（じん臓機能障がい者等通院交通費の助成）を受けていないこと

内 容：年間２４枚（１枚５００円の補助券、１回につき最大２枚まで使用できます）

必要書類：手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 管理給付係 TEL ４７－１８２８

（尾島行政センター、木崎行政センター、生品行政センター、綿打行政センター、藪塚本町行

政センターでも申請可能）

じん臓機能障害者等通院交通費の助成

じん臓又は小腸機能障がいの身体障害者手帳を持っている方が、血液透析による人工透析・中心静脈栄

養法・経腸栄養法医療を受けるために、医療機関への通院に要した交通費の一部を補助します。

※ただし、市の交通費補助（福祉タクシー券の交付）を受けていないこと

必要書類：身体障害者手帳、預金通帳

支給金額：２５ｋｍ未満···················月額３，６００円

２５ｋｍ以上～７５ｋｍ未満·····月額４，１００円

７５ｋｍ以上···················月額５，８００円

（年２回支給、５月および１１月）

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 管理給付係 TEL ４７－１８２８
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特定医療等患者見舞金の支給

対 象 者：群馬県が発行する｢特定医療費（指定難病）受給者証｣又は｢小児慢性特定医療費医療受給者

証｣を持っている方。又は、身体障害者手帳の障がい名に｢筋ジストロフィー｣の記載がある方

及び人工肛門・膀胱を造設した方。

見舞金額：１回 ３６，０００円（１人１回限り、太田市デジタル金券（定額カード）にて支給）

必要書類：受給者証又は、身体障害者手帳

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 管理給付係 TEL ４７－１８２８

心臓病児、口蓋裂児及び脳疾患児見舞金の支給

１８歳未満の児童が心臓疾患及び口蓋裂または開頭等の手術を受けた場合、見舞金（１０万円、１回限

り）を支給します。ただし、本人又は保護者が太田市に１年以上在住で、１年以内に手術を受けた方に

限ります。

必要書類：手術証明書（様式１号の２）、預金通帳

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 管理給付係 TEL ４７－１８２８

災害時聴覚障がい者支援バンダナの交付

災害時に、支援が必要であることが理解されにくい聴覚障がい者が着用することにより、避難するため

の支援や避難してからの支援を受けやすくするものです。また、手話通訳者が着用することで、聴覚障

がい者が手話通訳者を探す目印になります。なお、当該バンダナについては、災害時に開設される市内

避難所（各地区行政センター、体育館、中学校等）にも設置いたします。

【災害時聴覚障がい者支援バンダナとは】

75センチメートル角の木綿素材のバンダナです。ピンクと紫の２色を対角線状に配置し、バンダナの隅
に「耳が聞こえません」「手話ができます」と文字が印刷されています。二つ折りにして身に着けること

により、一目で周囲に伝えることができます。

交付対象者：太田市在住の聴覚障がい者、手話通訳者等

申請に必要なもの：身体障害者手帳または手話講習会修了証など

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 管理給付係 TEL４７－１８２８
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自立支援医療受給者証(更生医療)の交付

生活上の便宜を図るために、障がいを軽くしたり、機能を回復することができるような医療を受けら

れます。（角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析医療、腎臓移植術（抗免疫療

法を含む）、肝臓移植術（抗免疫療法を含む）など）

入院・通院医療費の９０％を医療保険及び公費により負担します（残り１０％は自己負担となりま

す）。ただし、所得の低い方や継続的に相当額の医療費が生じる方は、より低い個人負担上限額が設定

されます。

対 象 者：身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によ

り確実に効果が期待できる者（18歳以上）

対象となる医療：

必 要 書 類：意見書（指定医が記入したもの）、概算額内訳書、被保険者証（健康保険証）の写

し、課税証明書（または非課税証明書）、マイナンバーカード又はマイナンバー通知

カードと本人確認できる書類、在留カード（外国籍の方）

※診断名や本人の状態、又は医療保険世帯の課税状況によっては非該当になる場合があります。

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 管理給付係 TEL ４７－１８２８

障害種別 例

視覚障害 水晶体摘出手術、角膜移植手術等

聴覚障害 人工内耳埋込術、外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術等

そしゃく機能障害 口蓋裂後遺症の歯科矯正等

肢体不自由 人工股（膝）関節置換術、術後リハビリテーション等

心臓機能障害 冠動脈バイパス術、弁置換術、ペースメーカー移植術等

腎臓機能障害 人工透析、抗免疫療法、腎臓移植術等

小腸機能障害 中心静脈栄養法

免疫機能障害 抗ＨＩＶ療法

肝臓機能障害 抗免疫療法
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自立支援医療受給者証(育成医療)の交付

育成医療は、児童福祉法第４条第２項に規定する障がい児（障がいに係る医療を行わないときは将来

障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む。）で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治

療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援

医療費の支給を行うものです。入院・通院医療費の９０％を医療保険及び公費により負担します（残

り１０％は自己負担となります）。ただし、所得の低い方や継続的に相当額の医療費が生じる方は、よ

り低い個人負担上限額が設定されます。

対 象 者：身体に障がいを有する児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により

確実に効果が期待できる者（18 歳未満）

対象となる医療：

必 要 書 類：意見書（指定医が記入したもの）、被保険者証（健康保険証）の写し、

課税証明書（または非課税証明書）、マイナンバーカード又はマイナンバー通

知カードと本人確認できる書類、在留カード（外国籍の方）

※診断名や本人の状態、又は医療保険世帯の課税状況によっては非該当になる場合があります。

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 管理給付係 TEL ４７－１８２８

障害種別 例

視覚障害 白内障、先天性緑内障

聴覚障害 先天性耳奇形 → 形成術

言語障害

口蓋裂等 → 形成術

唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、

鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者

→ 歯科矯正

肢体不自由
先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病（骨軟化症）等に対する関節

形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術等

心臓機能障害
先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術

後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術

腎臓機能障害 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
小腸機能障害 中心静脈栄養法

免疫機能障害 抗ＨＩＶ療法、免疫調節療法、その他ＨＩＶ感染症に対する治療

肝臓機能障害 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
その他の先天性

内臓障害

先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、

停留精巣（睾丸）等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
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自立支援医療受給者証(精神通院)の交付

精神疾患により、継続的に通院による医療が必要な方に対して、通院医療費の９０％を医療保険及び公

費により負担します（残り１０％は自己負担となります）。ただし、所得の低い方や継続的に相当額の医

療費が生じる方は、より低い個人負担上限額が設定されます。

提出された申請書類は市役所を経由して県に進達され、県（こころの健康センター）において、厚生労

働省の基準により判定され、自立支援医療受給者証（精神通院）が交付されます。

必 要 書 類：申請書、診断書（自立支援精神通院医療用）、被保険者証（健康保険証）の写し、

課税証明書（または非課税証明書）、受給者証（再認定の方）、マイナンバー

カード又はマイナンバー通知カードと本人確認できる書類、在留カード（外国籍の方）

*非課税世帯の場合、申請者の障害年金等の収入のわかるもの。

※決定には、申請後３ヶ月程度の期間がかかります。

※診断名や本人の状態、又は医療保険世帯の課税状況によっては非該当になる場合が

あります。

※受給者証の有効期間は原則として１年です。再認定を希望する場合は毎年申請が必

要です。（診断書の提出は原則２年に１度）。再認定申請は有効期間の終了する３ヶ月

前から手続きできます。

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 管理給付係 TEL ４７－１８２８

（医療機関でも申請協力を行っている場合があります）
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移動支援事業

対 象 者：障がいがあって屋外での移動が困難な方が、社会参加等で外出する際、移動支援が必要

と認めた方。ただし、介護保険又は介護給付による移動支援が受けられる方は除きます。

（通院の場合、介護保険が受けられる方は介護保険、それ以外の方は障がい福祉サービ

スの居宅介護から受けてください）

利 用 方 法：①支 給 申 請…利用者は窓口に移動支援の申請。

②支 給 決 定…申請に基づき決定。

③通 知…決定した内容を利用者に通知。

④契 約…利用者は通知が届き次第、利用したい事業所と契約。

⑤ｻｰﾋﾞｽ利用…利用者は事業所に利用する日を連絡し利用する。

⑥利用者支払…利用者はかかった費用のうち、１割を事業所に支払う。（残りの９割は

事業所が市に費用請求）

※所得の状況により利用者負担がない場合もあります。

利 用 条 件：『利用できる外出』

冠婚葬祭、教育・文化活動、市内・地域活動、大会、その他社会参加

『利用できない外出』

介護保険が利用できる外出、障がい福祉サービスが利用できる外出、継続性のある外

出、社会通念上適当でない外出

利用者負担額：障害支援区分等により単価が異なりますので詳しくは窓口へおたずねください。

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 自立支援係 TEL ４７－１９２９

※移動支援事業委託事業所は別表（４３～４４ページ）を参照して下さい。

要医療重症心身障害児（者）訪問看護支援事業

太田市と契約した訪問看護ステーションにおいて、在宅患者訪問看護・指導料算定分（診療報酬訪問看

護分）につなげて１日４時間以上（診療報酬訪問看護分を含む）訪問看護を利用する場合に、費用を補

助します。補助対象は上限 2.5時間、年間６回までです。
対 象 者：次の①②両方に該当する者

①アかイのどちらかに該当する者

ア 児童相談所において重症心身障害と判定された者

イ ３歳未満で状態像が上記のア同様の障がい児

②医師が訪問看護を必要と認める者

自己負担額：市民税課税世帯…500円×利用時間
市民税非課税世帯…250円×利用時間

必要書類 ：診療報酬対象分の訪問看護計画書の写し、はんこ

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 自立支援係 TEL４７－１９２９
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日中一時支援事業(ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ･登録介護者)

心身障がい児(者)を介護している保護者が都合により一時的に介護できないとき、介護者に預けること

ができます。

保護者負担：個人の介護者··········３０分１００円

ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ···········３０分２００円

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 自立支援係 TEL ４７－１９２９

※サービスステーション委託事業所は別表（４０ページ）を参照してください。

日中一時支援事業(日帰り短期)

対 象 者：障がいがある方で、見守り及び社会に適応するための日常訓練を必要とする方。

利用方法：①支給申請········利用者は窓口に日中一時支援事業の申請。
②支給決定········申請に基づき決定。
③通 知········決定した内容を利用者に通知。
④契 約········利用者は通知が届き次第、利用したい事業所と契約。
⑤ｻｰﾋﾞｽ利用·······利用者は事業所に利用する日を連絡し利用する。
⑥利用者支払·····利用者はかかった費用のうち、１割を事業所に支払う。（残りの９割は事業

所が市に費用請求）

利用者負担額：障害支援区分等により単価が異なりますので詳しくは窓口へおたずねください。

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 自立支援係 TEL ４７－１９２９

日中一時支援事業(心身障がい児集団活動・訓練事業)

特別支援学校等に通学する心身障がい児、発達障がい児を対象に、遊びや文化活動を通して集団活動、

社会適応訓練・基礎的な育成指導を行います。

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 自立支援係 TEL ４７－１９２９

施 設 名 郵便番号 住 所 電話番号

太養児童クラブ 373-0034
太田市藤阿久町 26-1

太田特別支援学校内
32-0004
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障がい者訪問入浴サービス

自宅の浴槽において入浴することが困難な重度障がい者及び重度障がい児の自宅を看護師等専門スタ

ッフが訪問し、訪問入浴専用の浴槽を使い入浴の介助をする事業です。週１回（６月～９月は週２回）

の利用可能。

対象者：下記の①～③すべてに該当する方

①１級又は２級の肢体不自由があると判定された身体障害者手帳の交付を受けている方

②寝たきりの状態又はそれに準ずる状態で自宅での入浴が困難な方

③健康上入浴に支障がないことが医師の意見書等で確認できる方

※介護保険被保険者は、介護保険が適用となります。

費 用：世帯の課税状況に応じて、一部負担していただくことがあります。

窓 口：本庁舎 障がい福祉課 自立支援係 TEL ４７－１９２９

地域活動支援センター

障がいのある人が通い、創作的活動や生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。

【事業形態】

○Ⅰ型 専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のため

の調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図る普及啓発等の事業を実施

します。相談支援事業を併せて行うことを要件とします。

○Ⅱ型 地域において、雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等の

サービスを実施します。

○Ⅲ型 地域の障がい者のための援護対策として地域の障がい者団体等が実施する通所による援護事

業の実績を５年以上有している事業所等が該当します。

※地域活動支援センターは別表（４５ページ）を参照して下さい。
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福祉医療制度

福祉の増進を図るため、一定の要件に該当する方に対し、保険診療に係る一部負担金分を助成します。

■受給資格者証の交付申請について

申請場所は、医療年金課となります。

※手続きを行う方の本人確認書類（免許証、マイナンバーカード等）が必要です。

また、別世帯の方（代理人）が行う場合は、委任状も必要です。

■ 手帳等の更新及び保険変更等の届出について

手帳等の更新及び保険証や住所等が変更になりましたら、下記のとおり届出をしてください。

１ 届出先

上記の受給資格者証の交付申請場所と同じ

２ 手続きに必要なもの

①受給資格者証（ピンクのカード）、②保険証（保険証の変更時）③手帳等

【他の医療費助成制度併用のお願い】

自立支援医療など、福祉医療制度の他にも利用できる医療助成がある場合は、そちらが優先され

ますので、先に申請手続きを行ってください。

（制度によっては、申請の際に診断書等の費用がかかる場合がありますがご了承ください。）

窓 口：本庁舎 医療年金課 福祉医療年金係 TEL ４７－１９４０

区 分 対 象 者 申 請 時 に 必 要 な も の

重度心身障がい者

（高齢重度障がい

者を含む）

国民年金法 1級（障害年金）
◎保険証、障害基礎年金証書、

所得課税証明書

特別児童扶養手当等 1級
◎保険証、特別児童扶養手当証書、

所得課税証明書

身体障害者手帳 1～3級
◎保険証、身体障害者手帳、

所得課税証明書

療育手帳の判定が A1～A3、B1、B2（18 歳

未満の児童）、または知能指数が概ね 50

以下

◎保険証、療育手帳等障がいの程度を証

する書類
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障害基礎年金

対象 初診日（障がいの原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日）が６５歳未満の病気

やけがで障がいが残った場合（法令で定める障がいの程度が１級・２級）

※２０歳以降の病気やけがで障がいが残ったときは、次のいずれかを満たしていることが必要です。

●初診日の前日に、初診日がある月の２カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間（厚

生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む）と保険料免除期間をあわせた期間が３分の

２以上あること。

●初診日の前日において、初診日がある２カ月前までの直近１年間に保険料の未納期間がないこと。

※障害基礎年金に該当するか否かの判定は、日本年金機構が行います

年金額 下表のとおり（令和６年４月１日 現在）

窓 口：本庁舎 医療年金課 福祉医療年金係 TEL ４７－１９４１

後期高齢者医療制度

群馬県後期高齢者医療広域連合により運営され、市町村国民健康保険や健康保険組合等と同じ

医療保険制度です。

■対 象 者：６５歳から７４歳までの一定の障がいがある方で、申請により広域連合の認定を

受けた方

一定の障がいとは・・

●身体障害者手帳 １～３級と４級の一部

●精神障害者保健福祉手帳 １～２級

●療育手帳 A１～A２
●障害基礎年金 １～２級 など

加入にあたっては、医療年金課にて申請し、広域連合の認定を受けていいただく必要があります。

申請には障がいの程度がわかるもの（手帳・国民年金の年金証書など）の提出が必要です。

窓 口：本庁舎 医療年金課 後期高齢者医療係 TEL ４７－１９２６

障害基礎年金（１級） １，０２０，０００円

※昭和３１年４月１日以前に生まれた方は１，０１７，１２５円

障害基礎年金（２級） ８１６，０００円

※昭和３１年４月１日以前に生まれた方は８１３，７００円

子の加算額（２人目まで） ２３４，８００円

子の加算額（３人目以降） ７８，３００円
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児童福祉手当

対 象 者：太田市に居住し、現に対象児童を監護又は養育している方（ただし、児童が施設入所してい

る場合は手当ての申請はできません）

対象児童：太田市に３ヶ月以上居住し、２０歳未満の身体障害者手帳１～３級の身体障がい児又は療育

手帳Ａ１～Ｂ１の知的障がい児、もしくは義務教育修了前の交通事故、労災事故等のため死

亡又は一定の障がいの状態となった保護者に保護されていた児童

手 当 額：児童１人につき月額３，０００円（年２回支給、９月および３月）（申請の翌月から認定とな

り支給されます）

必要書類：身体障害者手帳又は療育手帳、交通遺児又は労災遺児は事故を証明できる書類、申請者名義

の預金通帳

※毎年８月に現況届を提出していただきます

窓 口：本庁舎 こども課 TEL ４７－１９４２

公共バス乗車運賃半額減免

障がい者が「シティライナーおおた」に乗車の際、手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健

福祉手帳）またはミライロ IDの提示により運賃が半額になります。
シティライナーおおた：新田線

尾島線

窓 口：交通対策課 TEL ４７－１８２６

おうかがい市バス

利用者登録をした後、事前に予約を取ることでご利用いただける自宅から目的地まで行ける乗合バスで

す。（目的地は、集会所、市役所庁舎、行政センター、保健センター、老人福祉施設、医療機関、大型商

店、駅などです）。

対象者：市内在住で、次のいずれかに該当する人

①７０歳以上の人

②７０歳未満で身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の保有者

※ただし、ひとりでバスに乗り降りできる人

運行日時：祝日を除く月～金曜日の午前７時～午後４時

利用料金：地区内２００円、地区外３００円※それぞれ１回（片道）の料金

窓 口：交通対策課 TEL ４７－１８２６
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市営駐車場利用料金免除

障がい者が下記の市営駐車場を使用したい場合、事前に申請して認可を受けることで駐車場利用料金が

免除されます。申請は利用したい日の１週間前までに交通対策課（市役所５階）で済ませてください。

※１回の利用ごとの認可になり、認証済み駐車券を交付します。年間パスポートなどは発行しません。

施 設 名 称：太田市飯田町駐車場

太田駅北口駅前広場駐車場

太田駅南口駅前広場駐車場

ＢＵＳターミナルおおた駐車場

持参する物：手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）

印鑑、駐車する車種及びナンバーを記載したもの

窓 口：交通対策課 TEL ４７－１８２６

市営駐輪場利用料金免除

障がい者が下記の市営駐輪場を利用する際、手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手

帳）を各駐輪場の窓口に提示、申請、認可を受けることで利用料金が免除となります。

施設名称：太田市韮川駅前自転車等駐輪場

太田市治良門橋駅前自転車等駐輪場

太田市木崎駅前自転車等駐輪場

太田市太田駅高架下自転車等駐輪場

窓 口：交通対策課 TEL ４７－１８２６
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インフルエンザ予防接種

対 象 者：① 身体障害者手帳１級又は２級

② 療育手帳Ａ

③ 精神障害者保健福祉手帳１級

上記のいずれかをお持ちの６４歳以下の方で、インフルエンザ予防接種を希望される

方

申請受付期間：保健センターへお問い合わせください

申 請 方 法：

※来所の場合 下記①～③を持参してください

① 手帳

② 委任状（本人以外が来所の場合）

③ 接種者と申請に来所する方が異なる場合は、来所する方の本人確認書類

※電話の場合 本人または家族からの申請のみ

障がいの種類、手帳番号等を確認のうえ、予診票を送付

※接種希望者が特定の施設に入所・通所している場合

① 委任状

② 手帳

①、②を施設で取りまとめて申請、確認のうえ、予診票を交付

予防接種実施期間及び自己負担金：保健センターへお問い合わせください

窓 口：太田市保健センター TEL ０２７６－４６－５１１５

お口の健康相談

対 象 者：① 太田市に住所があり、家庭療養している方

② ６５歳以上の一人暮らしの方

内 容：自宅を訪問し、対象者、介護者等に対して下記の内容を行う。

① お口の健康チェック

② 口腔のケアやお口の体操に関するアドバイス

③ 歯や歯ぐき、入歯に関する相談など

申し込み方法：希望する方は、太田市保健センターに直接、または施設、ケアマネージャー等からの申

し込み

実 施 者：歯科衛生士

窓 口：太田市保健センター TEL ０２７６－４６－５１１５
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老人福祉センター利用料免除

障がい者が太田市内の老人福祉センターを利用する際、手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳）の提示により利用料の減免を受けることができます。

施設名称：太田市第一老人福祉センター、太田市高齢者総合福祉センター、太田市老人福祉センターか

たくりの里、太田市老人福祉センター藪塚いこいの湯

窓 口：長寿あんしん課 第一老人福祉センター TEL ３２－１９０５

高齢者総合福祉センター TEL ３７－７０００

老人福祉センターかたくりの里 TEL ２０－５５１１

老人福祉センター藪塚いこいの湯 TEL ０２７７－７８－００１１

健康福祉増進センター等利用料免除

障がい者が太田市内の健康福祉増進センター等を利用する際、手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神

障害者保健福祉手帳）の提示により利用料の減免又は一部減免を受けることができます。

施設名称：太田市新田福祉総合センター （ユーランド新田）

太田市尾島健康福祉増進センター（尾島温泉 利根の湯）

窓 口：ユーランド新田 TEL ５７－４１２６

尾島温泉 利根の湯 TEL ６０－７３１１
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聴覚、言語機能の障がいがある方のための緊急通報手段

消防【火事、救急、救助】

ＦＡＸ１１９

ＦＡＸの送信がダイヤル「１１９」で行えるシステムです。

通信指令課ホームページに掲載の通報用紙に必要事項を記載し送信してください。

Ｎｅｔ１１９及びメール１１９

携帯電話等からインターネットやメールを利用して、音声によらない１１９通報できるシステムで

す。利用には事前の登録が必要です。詳細は通信指令課ホームページをご確認ください。

窓 口：太田市消防本部 通信指令課 ＴＥＬ ０２７６－３３－０１１９

ＦＡＸ ０２７６－３３－０３０１

メール 061500@mx.city.ota.gunma.jp

警察

警察では聴覚及び言語に障害のある方のために、ＦＡＸ及びメールでの１１０番を受理しています。

警察ＦＡＸ番号 ０１２０－５７８－１１０（通報）

０２７－２２４－８８８８（相談など）

メール１１０番 ※あらかじめ登録が必要となります。警察本部通信指令課、又は最寄りの警察署、交

番、駐在所にお問合せください。

手話通訳者・要約筆記者派遣事業

聴覚、言語機能、音声機能などの障がいのため、意思の疎通をはかることが難しい方に、無料で手話通

訳者・要約筆記者を派遣し、意思疎通の支援を行います。

派遣対象：太田市在住の聴覚障がいのある方又は福祉団体。

派遣内容：医療、職業、教育など障がい者の家庭生活・社会生活に必要と認められる場合。

派 遣 者：太田市手話通訳登録者

申 込 先：太田市社会福祉協議会 本所 TEL ４６－６２０８

FAX ４６－６２２９

住 所：〒373-0817 太田市飯塚町１５４９ 福祉会館内

E-Mail ：shuwahaken-ota@otashakyo.jp

申込方法：派遣希望日の 1週間前までに、派遣申請書を持参、ＦＡＸ、メール又は郵送する。
受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く）
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障がい福祉サービスの利用について

自宅で家事の手助けや、昼間の活動を支援するサービスなどがあります。またその他に働く機会の

提供を行うものや、施設などでの生活を手助けするものなど、さまざま種類があります。

【訪問系サービス（支援者が自宅まで来てくれるもの）】

■自宅での暮らしを支援するサービス

■外出を支援するサービス

【日中活動系サービス（施設に通うもの）】

■昼間の活動を支援するサービス

■自立や就労を支援するサービス

居宅介護
自宅で入浴・食事・排泄の手助けや、料理・洗濯などの家事の手助け

をします。また通院するときにつきそいもします。

重度訪問介護
重い障害があり、常に介護が必要な人に自宅で入浴や食事・排泄の手

助けをします。また外出するときのつきそいもします。

重度障害者等包括

支援

介護の必要性がとても高い人の入浴や料理、外出の手助けや、生活の

相談などを全体的に支援します。

同行援護
視覚障がいのある人が外出するときにつきそって移動の支援をしま

す。また外出先での代読や代筆もします。

行動援護
知的障がいや精神障がいで、ひとりでの行動が難しい人に危険を避け

るために必要な手助けや、つきそいをします。

移動支援
屋外での移動が難しい人に銀行や結婚式などへのつきそいをします。

また散歩やボーリングなど余暇を楽しみたいときも利用できます。

療養介護
医療が必要で、常に介護が必要な人に医療機関での支援を受けながら、

日常生活を送る手助けをします。

生活介護
常に介護が必要な人に、施設で食事・排泄の手助けを受けながら、生

産活動や創作活動の提供を行います。

自立訓練（機能訓

練・生活訓練）

自立した生活ができるよう、体の力や、生活の力が伸びるように練習

します。

就労移行支援
一般企業で働けるように一定期間、必要な知識や力が伸びるように練

習します。

就労継続支援（Ａ

型・Ｂ型）

一般企業で働くことが難しい人に、働く場所を提供し、必要な知識と

力が伸びるように練習します。雇用契約を結ぶＡ型と、雇用契約を結

ばないＢ型があります。
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【地域相談系サービス（地域の暮らしを支えるもの）】

■生活や仕事の相談を行うサービス

■介護する家族を支援するサービス

【居住系サービス（施設で暮らすもの）】

■暮らしや生活を支援するサービス

【児童系サービス（子どもの成長を助けるもの）】

■子どもの成長を支えるサービス

自立生活援助
生活の問題を相談したり、生活している様子を定期的に伺うことで、

見守りを行います。

地域移行支援
施設入所や入院をしている人が、地域で生活するために家を決めたり、

必要な相談を行います。

地域定着支援
１人暮らしをしている人のために、その人の特性に応じた連絡体制を

作ります。緊急時に相談など必要な支援を行います。

就労定着支援
仕事を続けるために、職場の人や支援者と連絡調整を行います。また、

仕事の不安や悩みの相談も行います。

短期入所
介護している家族が病気になったとき、休息が必要なときに、障がい

を持つ人に施設で短い間宿泊してもらいます。

日中一時支援

(日帰り短期)

用事などで、昼間障がいのある人の介護が出来なくなったときに一時

的に施設で日帰りの預かりを行います。

施設入所支援
自宅での生活が難しい人が施設で暮らしながら、入浴や食事の手助け

をします。事前に申し込みが必要です。

共同生活援助

(グループホーム)
食事の手助け、家事の練習、生活の相談をしながら、地域で共同生活

をします。

児童発達支援
就学していない児童に、生活する力の訓練や集団生活に必要な訓練を

します。

放課後等デイサー

ビス

就学している児童が、放課後や学校休業日に、生活能力向上のために

必要な訓練をします。

居宅訪問型児童発

達支援

外出が難しい子どもの家庭を訪問し、生活能力向上のために必要な訓

練をします。

保育所等訪問支援
幼稚園や学校等の過ごし方に不安がある児童に、支援者が直接通って

いる場所に訪問してアドバイスを行います。
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太田市の障がい者支援関連施設等一覧（障がい福祉サービス事業所・地域生活支援事業の委託事業所等） R6.11.1現在

◆相談支援事業 ※記載されていない市外局番は「0276」です。

基幹相談支援センター

発達相談支援センター

指定相談支援事業所 【特定…指定特定相談支援　一般…指定一般相談支援】

電話 主たる対象者

FAX 身体 知的 精神 障がい児

太田市障がい者相談支援センター 太田市浜町2-35
57-8210
57-8215

太田市 ○ ○ ○ ○

電話 主たる対象者

FAX 身体 知的 精神 障がい児

太田市こども発達支援センターにじいろ 太田市城西町91（こども館内）
55-2148
55-2124

太田市 ○

サービス種別 主たる対象者

特定 一般 障がい児 身体 知的 精神 障がい児

1030500365
-

太田松翠会相談支援事業所
太田市岩瀬川町438-5　ハイツル
ミエールA-105

55-8545 社会福祉法人太田松翠会 ○ ○ ○ ○ ○

1030500597
1070500069

あおぞら障害児相談支援事業所 太田市藤阿久町51 31-8151 社会福祉法人太田松翠会 ○ ○ ○

1030500399
1070500101

ふらっと相談支援事業所 太田市鶴生田町733-123 20-2509 社会福祉法人アルカディア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1030500407
-

ありす相談支援事業所 太田市東金井町734-1 47-3623 社会福祉法人杜の舎 ○ ○ ○ ○ ○

1030500605
1070500077

みづほの里障がい者相談支援事
業所

太田市牛沢町156-1 38-8869 社会福祉法人同仁会 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1030500654
-

東毛会相談支援事業所 太田市東金井町819 22-1492 社会福祉法人東毛会 ○ ○ ○ ○ ○

事業所名称 所在地 経営主体

事業所名称 所在地 経営主体

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体
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◆障がい福祉サービス事業

訪問系サービス事業所 【居宅…居宅介護　重度…重度訪問介護　行動…行動援護　同行…同行援護】

サービス種別 主たる対象者

特定 一般 障がい児 身体 知的 精神 障がい児

1030500662
1070500143

あんだんて相談支援事業所
太田市台之郷町1135-1　パナハ
イツT&K　B102

49-5956 特定非営利活動法人あんだんて ○ ○ ○ ○ ○ ○

1030500886
1070500374

ハッピーキャンプ相談支援事業
所

太田市石原町406 56-4143 ㈱S&S　Education ○ ○ ○ ○ ○ ○

1030500928
1070500408

オパール相談支援事業所 太田市東矢島町1063 55-5826
特定非営利活動法人おもいやり
ネットワーク

○ ○ ○ ○ ○ ○

1030501041
1070500457

グロウス相談支援事業所
太田市西本町42-8　アネックス
101号

33-7118 ＧＲＯＷＴＨ株式会社 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1030501058
1070500465

相談支援事業所ぴあ・おおた 太田市粕川町276-8 080-7269-0333 特定非営利活動法人さんれんぷ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1030501066
-

相談支援事業所あじさい 太田市末広町559-27 30-5251 有限会社あじさい ○ ○ ○ ○

1030501082
1070500473

障がい者相談支援事業所うさ
ちゃん家

太田市西新町84-15 57-6940 合同会社優光 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1030501090
1070500481

相談支援事業所トラスト 太田市西新町4-5 57-8734 株式会社ＨＵＭＡＮＥＸＵＳ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1030501108
1070500499

指定特定相談支援事業所グラン
シエル

太田市石原町364番地4　いずみ
ハイツ石原Ⅱ　107号室

070-6518-0418 合同会社Ｋ．Ｓ ○ ○ ○ ○ ○ ○

サービス種別 主たる対象者

居宅 重度 行動 同行 身体 知的 精神 障がい児

1010500153 ヘルパーステーションいちご 太田市岩瀬川町28-7
48-8410
090-1482-5106

有限会社　オフィス由 ○ ○ ○ ○ ○

1010500179 介護支援センター石原 太田市石原町927 45-4912
群馬中央医療生活協同組
合

○ ○ ○ ○

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体
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サービス種別 主たる対象者

居宅 重度 行動 同行 身体 知的 精神 障がい児

1010500260 有限会社　ゆの里 太田市藪塚町159 0277-78-2712 有限会社　ゆの里 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1010500302 おひさま介護サービス　太田
太田市八幡町11-20　八幡ハイツ
1F 

20-2605
株式会社　日本エルダ
リーケアサービス

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1010500310 ヘルパーステーションそてつのみ 太田市藪塚町2188-5 0277-78-0312
特定非営利活動法人　い
ろは

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1010500328
有限会社イーアイコーポレーショ
ンエンゼル介護サービス

太田市龍舞町1895 46-0317
有限会社　イーアイコーポ
レーション

○ ○ ○ ○ ○

1010500435
みづほの里ホームヘルパース
テーション

太田市牛沢町156-1 38-3200 社会福祉法人　同仁会 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1010500443 ニチイケアセンター太田
太田市大島町351-8　サンコー第
2ビルD号室 

20-2358 株式会社　ニチイ学館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1010500468 あじさい介護センター 太田市末広町559-27 30-5251 有限会社　あじさい ○ ○ ○ ○ ○ ○

1010500484
ホームヘルプステーションにらが
わの里

太田市上小林町1465-1 25-5666 社会福祉法人　圓会 ○ ○ ○

1010500500 アースサポート太田新井 太田市新井町520-18 47-2200 アースサポート　株式会社 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1010500518 ヘルパーステーション敬愛 太田市下田島町703-9　101号 33-7225 有限会社　ケイ・アイ ○ ○ ○

1010500575 訪問介護ステーションななみ 太田市飯田町1118 61-3197 株式会社　グッドケア ○ ○ ○ ○ ○ ○

1010500708 指定居宅介護事業所愛和 太田市新田溜池町105-1 55-1987
社会福祉法人　新田愛和
会

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1010500740
訪問介護ステーションフォーチュ
ン・サークル　太田事業所

太田市浜町43-32　ジュンハイツ
B102

55-8466
株式会社　フォーチュン・
サークル

○ ○ ○ ○ ○

1010500773 訪問介護事業所　はぴねすケア 太田市西新町23-2 33-8811 株式会社　グレイス ○ ○ ○ ○ ○ ○

1010500898 訪問介護ステーションきずな 太田市龍舞町2203-1 55-2832 株式会社　つばさ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1010500930 ヘルパーステーションてのひら
太田市大原町383-23　パークア
ベニューB102

0277-47-7905
合同会社　田中コーポ
レーション

○ ○ ○ ○ ○ ○

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体
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日中系サービス事業所 【生活…生活介護　移行…就労移行支援　継続Ａ…就労継続支援Ａ型　継続Ｂ…就労支援継続Ｂ型】

○

○

○ ○

〇 ○

○ ○

○

○

○

○ ○

○

サービス種別 主たる対象者

居宅 重度 行動 同行 身体 知的 精神 障がい児

1010501045
ニチイケアセンターおおたいいづ
か

太田市飯塚町852 47-7005 株式会社　ニチイ学館 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1010501060 あいホームケアステーション 太田市新井町578-19 46-1155 医療法人　あい友会 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1010501128 訪問介護ステーションすまいる 太田市藤阿久町611-5 60-5273 一般社団法人　cuddle ○ ○ ○ ○ ○ ○

サービス種別 主たる対象者

生活 移行 継続Ａ 継続Ｂ 機能 身体 知的 精神

1010500054 かなやま学園 太田市藤阿久町83-3 32-1461
社会福祉法人太田松
翠会

80 ○

1010500062 ワークショップ　ありす 太田市安良岡町298-1 49-2285 社会福祉法人杜の舎 40 ○

1010500070 セルプ　あけぼの 太田市緑町783 37-7444 社会福祉法人三和会 6 24 ○

1010500427 ありさんち 太田市六千石町51-1 0277-78-7191 社会福祉法人福晃会 10 30 ○ ○ ○

1010500559 エコネット・おおた 太田市細谷町1714-2 32-8850 社会福祉法人杜の舎 6 50 ○

1010500567 麦の家 太田市長手町26 25-5417
社会福祉法人アルカ
ディア

20 ○ ○

1010500583 多機能型事業所ぽかぽか 太田市藤阿久町83-3 31-8151
社会福祉法人太田松
翠会

5 ○

1010500682 タクト 太田市本町21-11 50-1199 株式会社ｉｐｐｏ 20 ○ ○ ○

1010500716
就労継続支援Ｂ型事業所
ワーカーズ（生活介護事業
所エクラ）

太田市西新町4-5 57-8307
株式会社ＨＵＭＡＮＥ
ＸＵＳ

20 15 ○ ○

1010500757 アクト　つるやま 太田市鳥山上町2313 55-3555 社会福祉法人杜の舎 20 ○

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体
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○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 〇

○

○

○ ○

○

○

サービス種別 主たる対象者

生活 移行 継続Ａ 継続Ｂ 機能 身体 知的 精神

1010500765 まぁぶる 太田市細谷町1450 52-8551
特定非営利活動法人
あんだんて

10 ○

1010500781 エムズウェル 太田市只上町1733-2 51-5245 エムズウェル株式会社 10 10 ○ ○ ○

1010500815 スワン太田 太田市浜町2-5 47-8080
社会福祉法人太田市
社会福祉協議会

10 ○

1010500823
就労継続支援Ｂ型事業所
インフィニット

太田市大原町1530-1 0277-46-8522
社会福祉法人あざ美
会

30 ○ ○ ○

1010500831 メンバーズ 太田市小舞木町320-2 52-8091 株式会社メンバーズ 20 ○ ○ ○

1010500856 ここから
太田市植木野町253-1　
カンケンプラザwow2

56-4116 株式会社Lakushoｎ 20 ○ ○ ○

1010500906 デイホーム孫の手・おおた 太田市大原町156-3 0277-79-0620 株式会社孫の手
共生
70

○ ○ ○

1010500914 エンジュ 太田市新田溜池町105-1 55-1987
社会福祉法人新田愛
和会

20 ○ ○ ○

1010500971
デイサービスセンター花鳥
風月おおた

太田市飯塚町91-1 40-1140
株式会社ワールドステ
イ

共生
47

○ ○ ○

1010501003 デイサービスreスタート
太田市新田小金井町
1317-7

55-8499 株式会社changes
共生
20

機能訓練

○　　共生
　　　20

○ ○ ○

1010501011 多機能事業所ひだまり 太田市飯田町794-5 56-4650 株式会社プライム優信 10 10 ○ ○

1010501029 ディバシティ太田大島町 太田市大島町123-1 33-8778 有限会社あじさい
共生
40

○ ○ ○

1010501086 ＯＮＥＧＡＭＥ 太田市西本町16-15 080-7002-1185 株式会社ワンライフ 20 ○ ○ ○

1010501094 Velwands 太田市大原町2300-5 52-8127 一般社団法人ここえ 10 10 ○ ○ ○

1010501102 ステップ太田 太田市脇屋町847-1 57-8522
株式会社エムアンドエ
ヌ

20 ○ ○ ○

1010501136 Lafio　太田 太田市新井町516-19 57-6070 一般社団法人ラフィオ 20 ○ ○

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体
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○ ○

○

○

○

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

サービス種別 主たる対象者

生活 移行 継続Ａ 継続Ｂ 機能 身体 知的 精神

1010501177 work up 太田市東新町72-2 61-3095 一般社団法人徳栄会 10 10 ○ ○ ○

1010501243 ほまれの家太田店 太田市飯田町1149 55-0116
（株）ステップアップサ
ポート

15 ○ ○ ○

1010501235 ウーリー太田 太田市飯田町1280 51-5285 ＷＯＯＯＬＹ株式会社 20 ○ ○ ○

1010501151 ＨＡＰＰＩＮＥＳS 太田市原宿町3577-1 55-2654 一般社団法人ＨａｎｄＤ 20 ○ ○ ○

1010501334
生活介護事業所尾島ぴっ
ころ

太田市安養寺町229-3 52-4951
特定非営利活動法人
かれーらいす

20 ○ ○

1010501458
藪塚しゅんらん日中活動
支援センター

太田市大原町118-10 0277-78-7262 ＮＰＯ法人しゅんらん 20 ○ ○

1010501342 生活介護事業所ななくさ 太田市新田反町町831-3 57-3733
社会福祉法人新田愛
和会

20 ○ ○

10105017466 はぴねすワークスおおた 太田市細谷町1708-1 32-4220 社会福祉法人愛心会 30 ○ ○

1010501300
デイサービスセンター春日
和西矢島

太田市西矢島町371-1 57-6464
株式会社ワールドステ
イ

共生
20

○ ○

1010501326
小規模多機能ホームひま
わり

太田市台之郷町307 60-2942
有限会社ひまわり介護
サービス

共生
15

○ ○ ○

1010501433 あすか岩瀬川 太田市岩瀬川町299-12 47-4235 株式会社Naska 20 〇 ○ ○

1010501441
就労継続支援Ｂ型事業所
FAMILY

太田市吉沢町1638-8 78-2718 株式会社PEACE 20 〇 ○ ○

1010501383 生活介護　虹のこえ 太田市東長岡町141-2 55-4638 ドレミ株式会社 10 〇 ○ ○

1010501367 リル太田 太田市高林南町811-5 61-3880 株式会社 恵 20 〇 ○ ○

デイサービス太田サンフラ
ワー

太田市台之郷町307 60-2942
有限会社 ひまわり介
護サービス

共生
10

〇 ○ ○

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体
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施設入所支援事業所

○

○

○

短期入所事業所

主たる対象者

身体 知的 精神

1010500039 とうもうさわの寮 太田市細谷町610-2 31-3757 社会福祉法人太田松翠会 ○ 57 64

1010500013 東毛会はるかぜ荘 太田市東金井町819 22-1493 社会福祉法人東毛会 ○ 50 50

1010500047 ユニッツもりのいえ 太田市東金井町2311-7 25-0340 社会福祉法人杜の舎 ○ 40 40

主たる対象者

身体 知的 精神 障がい児

1010500047 障害者支援施設 ユニッツもりのいえ 太田市東金井町2311-7 25-0340 社会福祉法人杜の舎 ○ 5

1010500013 障害者支援施設 東毛会はるかぜ荘 太田市東金井町819 22-1493 社会福祉法人東毛会 ○
3（ほか空床

利用）

1010500039 とうもうさわの寮 太田市細谷町610-2 31-3757 社会福祉法人太田松翠会 ○ 3

1010500542 共生ホームあかり 太田市東長岡町1829-2 46-0073 社会福祉法人杜の舎 ○ ○ 2

1040500207 ききょうの里 太田市只上町2317 37-9800 株式会社ベルフラワー ○ ○ ○ 20

1010501078 くまのホーム 太田市東金井町735 25-4661 社会福祉法人杜の舎 ○ 空床利用型

1020501118 グループホームとも 太田市細谷町1731-1 56-4046 社会福祉法人杜の舎 ○
2（ほか空床

利用）

1020501084 短期入所　太田富沢町 太田市富沢町197-1 55-2731 ソーシャルインクルー株式会社 〇 ○ 〇
2（ほか空床

利用）

1020501142 短期入所　太田藪塚 太田市藪塚町1947-7 0277-47-6053 ソーシャルインクルー株式会社 〇 ○ 〇
2（ほか空床

利用）

1010501326 小規模多機能ホームひまわり 太田市台之郷町307 60-2942 有限会社ひまわり介護サービス 〇 ○ 〇 7(共生型）

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体 定員 生活介護

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体 定員
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グループホーム事業所

主たる対象者

身体 知的 精神

1020500029 地域生活援助センターはぁぷ 60-4333 社会福祉法人太田松翠会

　　みなみホーム 太田市高林南町468-2 38-5009 社会福祉法人太田松翠会 ○ 4

　　うしざわホーム
太田市牛沢町887-38　新牛沢住
宅74-2、1273、1282 

38-4690 社会福祉法人太田松翠会 ○ 5

　　さくらハイツ 太田市岩瀬川町77-105号 38-4305 社会福祉法人太田松翠会 ○ 7

　　新島ハイツ 太田市富沢町295-13 38-8104 社会福祉法人太田松翠会 ○ 9

　　西新町ハイツ 太田市西新町43-4 60-4333 社会福祉法人太田松翠会 ○ 7

　　ゆらハイツ 太田市由良町1473-21 社会福祉法人太田松翠会 ○ 7

　　むーぶ
太田市西新町43-4　パナハイツ
金田B206号 

60-4333 社会福祉法人太田松翠会 ○ 5

　　サンパレス西新町103号
太田市西新町78-1　サンパレス
西新町103号

60-4333 社会福祉法人太田松翠会 ○ 1

1020500375 地域生活援助センターかなやま青年寮 38-4305 社会福祉法人太田松翠会

　　もみじ 太田市藤阿久町53-1 31-3757 社会福祉法人太田松翠会 ○ 5

　　かめおかホーム 太田市亀岡町167-2    - 社会福祉法人太田松翠会 ○ 7

　　大木荘 太田市高林西町569-2 38-8876 社会福祉法人太田松翠会 ○ 4

　　ふじあぐホーム
太田市西新町43-4　パナハイツ
金田B102号 

31-7499 社会福祉法人太田松翠会 ○ 6

　　細谷ホーム 太田市細谷町245-1 32-5466 社会福祉法人太田松翠会 ○ 5

　　ひじりがわホーム 太田市細谷町245-1 31-5691 社会福祉法人太田松翠会 ○ 4

　　すずらん 太田市細谷町154-5 31-9069 社会福祉法人太田松翠会 ○ 4

　　わが家 太田市高林北町1027-2 60-4333 社会福祉法人太田松翠会 ○ 8

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体 定員

～33～



主たる対象者

身体 知的 精神

1020500359 アルカディアグループホーム事事業所 25-3500 社会福祉法人アルカディア

　　第１長手ハウス１号・２号 太田市長手町381-1 25-3800 社会福祉法人アルカディア ○ 10

　　第２長手ハウス１号・２号 太田市長手町350-1 25-2700 社会福祉法人アルカディア ○ 10

　　第３こむぎハウス 太田市鶴生田町733-123 25-3500 社会福祉法人アルカディア ○ 8

　　第６こむぎハウス 太田市金山町34-12 22-7291 社会福祉法人アルカディア ○ 6

　　第７こむぎハウス 太田市長手町350-1 22-8724 社会福祉法人アルカディア ○ 8

　　大島荘 太田市金山町34-4 26-1918 社会福祉法人アルカディア ○ 5

　　金山荘 太田市金山町34-10 25-2289 社会福祉法人アルカディア ○ 5

　　岩瀬川ホーム 太田市大島町386-3 48-1299 社会福祉法人アルカディア ○ 6

　　栗の木ホーム 太田市新野町1116    - 社会福祉法人アルカディア ○ 8

　　強戸ホーム 太田市上強戸1773-2    - 社会福祉法人アルカディア ○ 8

1020500102 にらがわホーム
太田市台之郷町1039　市営住宅
K-5

46-4100 社会福祉法人杜の舎 ○ 4

1020500102 共生ホームあかり 太田市東長岡町1829-1 46-0073 社会福祉法人杜の舎 ○ 5

1020500110 ひびきホーム 太田市東金井町734-1 25-0340 社会福祉法人杜の舎 ○ 7

1020500417 くまのホーム 太田市東金井町735 25-0340 社会福祉法人杜の舎 ○ 7

1020501118 グループホームとも 太田市細谷町1731-1 56-4046 社会福祉法人杜の舎 ○ 7

1020500672 プランタン１号棟・２号棟 太田市東金井町135-1 55-0830 社会福祉法人東毛会 ○ 16

1021200165 グループホームひろば 太田市大原町1513-2 0277-46-8588 社会福祉法人あざ美会 ○ ○ 10

1020300156 やまもとホーム 太田市藪塚町421-1 0277-78-8422 社会福祉法人三和会 ○ 4

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体 定員
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主たる対象者

身体 知的 精神

1020500094 ホームたかはら 太田市台之郷町1645-35 26-0182 社会福祉法人三和会 ○ 5

1020501050 グループホーム支援センターみつばち 0277-78-7191 社会福祉法人福晃会 　

　　おおくぼホーム第一 太田市大久保町124-5 0277-78-7191 社会福祉法人福晃会 ○ 4

　　六千石ホーム第一 太田市六千石町64-4 0277-78-7191 社会福祉法人福晃会 ○ 6

1020501092 グループホーム　リベルテ 55-6044 株式会社ＨＵＭＡＮＥＸＵＳ ○ 3

　　グループホーム　リベルテＢ棟
太田市藤阿久町440-6　サン・ラ
フォーレＢ201

55-6044 株式会社ＨＵＭＡＮＥＸＵＳ ○ 3

　　グループホーム　リベルテＣ棟
太田市藤阿久町440-6　サン・ラ
フォーレＣ102

55-6044 株式会社ＨＵＭＡＮＥＸＵＳ ○ 2

　　グループホーム　リベルテＥ棟
太田市藤阿久町440-6　サン・ラ
フォーレＥ201・202

55-6044 株式会社ＨＵＭＡＮＥＸＵＳ ○ 6

1020501076 ファミリー太田 太田市泉町1382-1 52-8842 株式会社金禄 ○ ○ 20

1020501084 ソーシャルインクルーホーム太田富沢町 太田市富沢町197-1 55-2731 ソーシャルインクルー株式会社 ○ ○ ○ 20

1020501142 ソーシャルインクルーホーム太田藪塚 太田市藪塚町1947-7 0277-47-6053 ソーシャルインクルー株式会社 ○ ○ ○ 20

1020501100 グループホームしゅんらん 太田市藪塚町1461-3 0277-32-3715 ＮＰＯ法人しゅんらん ○ 5

1020501126 ひのメディホーム太田
太田市東別所町227-2サンライズ
本郷105、106、107

050-5527-4190
ひのさかメディカルワークス合同
会社

〇 14

1020501159 MGK Style 太田 太田市高林南町811-5 49-5470 株式会社　恵 〇 〇 〇 40

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体 定員
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◆児童福祉事業
児童発達支援センター

児童発達支援事業所

1050500014 ひまわり学園 太田市藤阿久町83-3 31-8151 社会福祉法人太田松翠会 30

1050500055 多機能型事業所ぽかぽか 太田市藤阿久町83-3 31-8151 社会福祉法人太田松翠会
5（多機能型）
（重心対象）

1050500188 こどもサポート「きらり」太田事業所 太田市小舞木町311 55-4096 株式会社クラ・ゼミ 10（多機能型）

1050500220 こどもサポート「きらり」太田第２事業所 太田市東矢島町1268-2 50-1141 株式会社クラ・ゼミ 10（多機能型）

10505000287 シュシュ太田 太田市内ヶ島町376-1 47-3741 株式会社ワンライフ 10

1050500394 こどもサポート「きらり」太田第３事業所 太田市浜町69-4 52-8825 株式会社クラ・ゼミ 10（多機能型）

1050500444 けいさぽはうす 太田大原町1050-1 46-6418 株式会社ケイ・サポート 10（多機能型）

1050500451 ぽかぽか広場太田 太田市浜町63-7 56-9527 株式会社iSC 10（多機能型）

1050500485 児童発達支援　あいほっぷ 太田市宝町711-1 070-4487-4429 PRO－STEP株式会社 10

1050500519 児童発達支援ぐろうあっぷ 太田市細谷町1414 59-8760 ＧＲＯＥＷＴＨ株式会社 10

1050500550 ぽかぽか広場太田第２ 太田市大島町342-4 0276-52-8335 株式会社iSC 10（多機能型）

1050500568 Reno wellness kids 小舞木教室 太田市小舞木町224　サンプラザ太田2F 0276-57-8778 株式会社Reno wellness 10（多機能型）

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体 定員（備考）

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体 定員（備考）
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※多機能型の定員は「放課後デイ」「児童発達」の合計数

※「ぽかぽか」の定員は「生活介護」「放課後デイ」「児童発達」の合計数

1050500576 児童発達支援　あいすてっぷ 太田市新島町650 090-8725-2640 PRO－STEP株式会社 10

1050500584 きらめき太田 太田市矢場新町127-2 0276-55-4667 株式会社シャインハーツ 10

1050500634 ぷりえ 太田市飯田町1071　アヴィラビル1階 080-4209-1007 悠凪合同会社 10

1050500675 てらぴぁぽけっと太田教室 太田市新井町549-14 0276-55-3406 株式会社ルセット 10

1050500709 フォレストキッズ太田児童発達支援教室 太田市浜町5番地12　ハイツエルブルース1F 0276-55-2701 株式会社産業医システムズ 10（多機能型）

1050500691 こぱんはうすさくら新田教室 太田市新田市野井町2041番地1 0276-50-1745 株式会社ヒューマンハート 10（多機能型）

1050500725 ぽかぽか広場太田第3 太田市小舞木町629 0276-50-1981 株式会社iSC 10（多機能型）

1050500741 こぱんはうすさくら龍舞教室 太田市龍舞町1810-4 0276-55-2017 株式会社ヒューマンハート 10（多機能型）

1050500758 GROWELL（グローウェル） 太田市東本町13-16 080-4656-0167 ＧＲＯＥＷＴＨ株式会社 10（多機能型）

1050500790 Mahalo Ota(マハロオオタ) 太田市新道町1225番地7 0276-55-1985 ニッケン株式会社 10（多機能型）

1050500493 Reno wellness kids 太田教室 太田市小舞木町224　サンプラザ太田1F 0276-56-9910 株式会社　Reno 10（多機能型）

1050500782 発達支援Labo　ランプ 太田市新井町325-1 0276-55-1180 Frank Frat株式会社 10（多機能型）

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体 定員（備考）
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保育所等訪問支援事業所

放課後等デイサービス事業所

1050500014 きらきら 太田市藤阿久町51 31-8151 社会福祉法人太田松翠会 多機能型

1050500188 こどもサポート「きらり」太田事業所 太田市小舞木町311 55-4096 株式会社クラ・ゼミ 多機能型

1050500311 ハビリス 太田市新田小金井町1317-7 0276-52-8482 株式会社changes 多機能型

1050500022 ぽるか 太田市鳥山町558-1　 55-8805 特定非営利活動法人あんだんて 10

1050500030 キャンバス 太田市細谷町1450 31-9186 特定非営利活動法人あんだんて 10

1050500048 かんがるうクラブ 太田市浜町41-1 55-8793 株式会社エクステンション 10

1050500055 多機能型事業所ぽかぽか 太田市藤阿久町83-3 31-8151 社会福祉法人太田松翠会
5（多機能型）
（重心対象）

1050500121 スクラム 太田市高林北町1967-1 38-0833 特定非営利活動法人あんだんて 20

1050500139 スクラム 太田市高林北町1967-1 38-0833 特定非営利活動法人あんだんて 5（重心対象）

1050500170 ハッピーテラス太田教室 太田市新井町213-1 61-3211 市川建設株式会社 10

1050500188 こどもサポート「きらり」太田事業所 太田市小舞木町311 55-4096 株式会社クラ・ゼミ 10（多機能型）

1050500469 児童デイサービス・アニマートおおた 太田市飯塚町1536-1 1階A号室 55-3901
アニマートグループ群馬株式会
社

10（多機能型）

1050500204 音つみき 太田市東長岡町141-2 55-5021 ドレミ株式会社 10

1050500220 こどもサポート「きらり」太田第２事業所 太田市東矢島町1268-2 50-1141 株式会社クラ・ゼミ 10（多機能型）

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体 定員（備考）

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体 定員（備考）
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1050500253 ハッピーキャンプ太田教室 太田市石原町406 56-4143 株式会社Ｓ＆Ｓ　Education 10

1050500261 ウノ　おおた 太田市新田早川町201 55-8114 一般社団法人サポート－ＵＮＯ 10

1050500279 からふる太田 太田市新田木崎町1684-2 57-6428 ＭＯＡコンツェルン株式会社 10

1050500329 イソップ 太田市藪塚町902-5 0277-47-6117 一般社団法人イソップ 10

1050500311 スター 太田市新田小金井町1317-7 52-8482 株式会社changes 5(重心対象)

1050500345 からふる　尾島 太田市出塚町503-6 51-8134 MOAコンツェルン株式会社 10

1050500352 SHINKA(しんか) 太田市新田木崎町130-1　よかれ苑Ⅲ16号棟 55-5147 株式会社ブライトナーズ 10

105050037 ハッピーキャンプ第２教室 太田市飯田町610 59-7197 株式会社S&S Education 10

1050500394 こどもサポート「きらり」太田第3事業所 太田市浜町69-4 52-8825 株式会社クラ・ゼミ 10（多機能型）

1050500386 ハッピーキャンプ第3教室 太田市浜町26-4 ﾊｼﾓﾄﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ103 59-7186 株式会社S&S Education 10

1050500428 GROWTH 太田市宝町637 51-6150 GROWTH株式会社 10

1050500436 GROWTH第２ 太田市由良町1061-5 56-4770 GROWTH株式会社 10

1050500444 けいさぽはうす 太田大原町1050-1 46-6418 株式会社ケイ・サポート 10（多機能型）

1050500477 あしたば 太田市石橋町770-1 61-3527 GreenLeaf合同会社 10

1050500451 ぽかぽか広場太田 太田市浜町63-7 56-9527 株式会社iSC 10（多機能型）

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体 定員（備考）
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1050500501 SHINKA(しんか)太田第２事業所 太田市宝町236 59-8284 株式会社ブライトナーズ 10

1050500493 Reno wellness kids 太田教室 太田市小舞木町224 56-9910 株式会社Reno 10

1050500543 放課後等デイサービスブリエ西新町 太田市宝町905-3 0276-60-5586 株式会社ＨＵＭＡＮＥＸＵＳ 10

1050500550 ぽかぽか広場太田第２ 太田市大島町342-4 0276-52-8335 株式会社iSC 10（多機能型）

1050500568 Reno wellness kids 小舞木教室 太田市小舞木町224　サンプラザ太田2F 0276-57-8778 株式会社Ｒｅｎｏ 10（多機能型）

1050500600 放課後等デイサービスブリエ大島 太田市大島町1021-11 0276-56-9664 株式会社ＨＵＭＡＮＥＸＵＳ 20

1050500642 ＧＲＯＷＴＨ第３ 太田市本町16-25 0276-55-5408 ＧＲＯＷＴＨ株式会社 10

1050500659 放課後等デイサービスうらら鳥山 太田市鳥山上町1443-3 080-6346-9267 合同会社クレス 10

1050500709 フォレストキッズ太田児童発達支援教室 太田市浜町5番地12　ハイツエルブルース1F 0276-55-2701 株式会社産業医システムズ 10（多機能型）

1050500683 SHINKA（しんか）太田第３事業所 太田市只上町1651番地1 0276-51-4203 株式会社ブライトナーズ 10

1050500691 こぱんはうすさくら新田教室 太田市新田市野井町2041番地1 0276-50-1745 株式会社ヒューマンハート 10（多機能型）

1050500717 放課後等デイサービスうらら太田駅前 太田市飯田町1280　藤ビル4F 070-1490-7603 合同会社クレス 10

1050500725 ぽかぽか広場太田第３ 太田市小舞木町629 0276-50-1981 株式会社iSC 10（多機能型）

1050500774 放課後等デイサービスうらら大島 太田市大島町354-8 080-4118-5190 合同会社クレス 10

1050500741 こぱんはうすさくら龍舞教室 太田市龍舞町1810-4 0276-55-2017 株式会社ヒューマンハート 10（多機能型）

1050500766 放課後等デイサービスいろは 太田市飯田町1149　大川ビル2階 0276-58-3372 悠凪合同会社 10

1050500758 GROWELL（グローウェル） 太田市東本町13-16 080-4656-0167 GROWTH株式会社 10（多機能型）

1050500790 Mahalo Ota(マハロオオタ) 太田市新道町1225番地7 0276-55-1985 ニッケン株式会社 10（多機能型）

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体 定員（備考）
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※多機能型の定員は「児童発達」と「放課後デイ」の合計数

※「ぽかぽか」は「生活介護」「児童発達」「放課後デイ」の合計数

◆地域生活支援事業

サービスステーション委託事業所

1050500782 発達支援Labo　ランプ 太田市新井町325-1 0276-55-1180 Frank Frat株式会社 10（多機能型）

放課後等デイサービスあろえ 太田市新田木崎町1771-3 0276-57-6274 株式会社Pratique 10

居宅訪問型児童発達支援・事業所

1050500204 空のうた 太田市龍舞町2210-1 0276-55-5021 ドレミ株式会社 　　　　　　－

主たる対象者

身体 知的 精神 障がい児

新田町サービスステーション愛和 太田市新田溜池町105-1 55-1987 社会福祉法人新田愛和会 ○ ○ ○

サービスステーションねこのてや 太田市藤阿久町83-1 33-9830 社会福祉法人太田松翠会 ○ ○ ○

サービスステーション　アーチの会 伊勢崎市昭和町3958 0270-21-9112 NPO法人アーチの会 ○ ○ ○

セサミ　サービスステーション 館林市西本町7-21 74-1331 NPO法人セサミ ○ ○ ○

サービスステーション　ゆき 大泉町城之内5-14-15 62-8232 特定非営利活動法人ゆきの会 ○ ○ ○

サービスステーション　うさぎ＆かめれおん 大泉町古氷107-17　コンフォート107号 61-3763 合同会社うさぎ＆かめれおん ○ ○ ○

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体 定員（備考）

事業所番号 事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体 定員（備考）

事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体
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日帰り短期委託事業所

主たる対象者

身体 知的 精神 障がい児

とうもうさわの寮 太田市細谷町610-2 31-3757 社会福祉法人太田松翠会 ○

かなやま学園 太田市藤阿久町83-3 32-1461 社会福祉法人太田松翠会 ○

ユニッツもりのいえ 太田市東金井町2311-7 25-0340 社会福祉法人杜の舎 ○

アクトつるやま 太田市鳥山上町2313 55-3555 社会福祉法人杜の舎 ○

セルプあけぼの 太田市緑町783 37-7444 社会福祉法人三和会 ○ ○

ふじみ野 桐生市新里町新川3742-2 0277-47-8100 社会福祉法人三和会 ○

おれっちあいおい 桐生市相生町2丁目500-3 0277-47-6446 社会福祉法人三和会 ○

工房ふじ みどり市大間々町小平284 0277-72-2803 社会福祉法人三和会 ○

セルプおおむろ 前橋市西大室町285 027-230-3238 社会福祉法人三和会 ○

キャンバス 太田市細谷町1450 0276-52-8551 特定非営利活動法人あんだんて ○

ありさんち 太田市六千石町51番地1 0277-78-7191 社会福祉法人福晃会 ○ ○ ○

特定非営利活動法人ガイア 太田市鳥山上町2313 － 特定非営利活動法人ガイア ○

群馬県立しろがね学園 前橋市東大室町177-1 027-268-6011 群馬県 ○

とも 前橋市上増田町318-2 027-267-1770 社会福祉法人しののめ会 ○ ○ ○

ともいせさき 伊勢崎市稲荷町613 0270-23-7531 社会福祉法人しののめ会 ○ ○ ○

両毛整肢療護園 桐生市広沢町1-2648-1 0277-54-1182 社会福祉法人桐生療育双葉会 ○ ○

くわのみ 伊勢崎市境女塚2883-1 0270-74-0811 社会福祉法人桑の実福祉会 ○

事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体
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主たる対象者

身体 知的 精神 障がい児

第二天啓園 伊勢崎市芝町896-4 0270-32-8544
社会福祉法人伊勢崎市愛のはぐるま
会

○

はーとふるチハヤ みどり市笠懸町鹿3609 0277-76-2335 社会福祉法人チハヤ会 ○ ○

療育センターきぼう みどり市大間々町大間々22-4 0277-73-2605 社会福祉法人希望の家 ○

第二陽光園 邑楽町赤堀837 88-6700 社会福祉法人館邑会 ○

ルンビニー園 栃木県足利市樺崎町1706 0284-41-5622 社会福祉法人善隣学園 ○

てぃだのふぁ 邑楽町邑楽町大字中野2204-1 91-8130 社会福祉法人こころみの会 ○

エルシーヌ藤ヶ丘 桐生市新里町鶴ヶ谷132 0277-96-2803 社会福祉法人三和会 ○ ○ ○

セルプわたらせ 桐生市相生町２丁目925-1 0277-55-2803 社会福祉法人三和会 ○ ○ ○ ○

社会福祉法人新田愛和会 太田市新田溜池町105-1 0276-47-3663 社会福祉法人新田愛和会 ○ ○ ○

ななくさ 太田市新田反町町831-3 57-3733 社会福祉法人新田愛和会 ○ ○ ○

ねもと寮 桐生市川内町５丁目1199 0277-65-6666
社会福祉法人　桐生市社会福祉協
議会

○

つつじが丘光の園 桐生市新里町武井451-1 0277-74-1530 社会福祉法人広済会 ○

つつじが丘学園みたけ寮、つつじヶ丘はなぞの 桐生市新里町武井460-1 0277-74-2814 社会福祉法人広済会 ○

あしたば 太田市石橋町770-1 0276-61-3527 GreenLeaf合同会社 ○

ぶどうの木 伊勢崎市大正寺町136-1 0270-31-2727 社会福祉法人キャッチジャパン ○ ○ ○

放課後等デイサービスうらら鳥山 太田市鳥山上町1443-3 070-1457-8997 合同会社クレス ○ ○ ○ 〇

尾島ぴっころ 太田市安養寺町229-3 52-4951 特定非営利活動法人かれーらいす ○ ○ ○ ○

コロンブスの卵merry 伊勢崎市境米岡309-14 0270-75-4912 合同会社SMILE・LOHAS ○

事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体
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心身障がい児集団活動・訓練事業所

移動支援委託事業所

主たる対象者

身体 知的 精神 障がい児

コロンブスの卵plus 伊勢崎山王町1457-2 0270-75-5070 合同会社SMILE・LOHAS ○

放課後等デイサービススター、生活介護Earth 太田市新田小金井町1317-7 0276-52-8482 株式会社changes 〇 〇

柏荘 栃木県足利市葉鹿町2245番地 0276-52-8482 社会福祉法人渡良瀬会 〇

太養児童クラブ 太田市藤阿久町26-1　太田特別支援学校内 32-0004 太養児童クラブ 30

主たる対象者

身体 知的 精神

社会福祉法人太田松翠会 太田市藤阿久町83-3 0276-32-1461 社会福祉法人太田松翠会 ○ ○

社会福祉法人新田愛和会 太田市新田溜池町105-1 0276-55-1987 社会福祉法人新田愛和会 ○ ○

みづほの里ホームヘルパーステーション 太田市八幡町27-7 0276-50-2020 社会福祉法人同仁会 ○ ○ ○

エンゼル介護サービス 太田市龍舞町1895 0276-46-0317 有限会社イーアイコーポレーション ○ ○

有限会社あじさい 太田市末広町559-27 0276-30-5251 有限会社あじさい ○

有限会社ケイ・アイ 太田市下田島町703-9 0276-33-7225 有限会社ケイ・アイ ○

事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体

事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体 定　員

事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体
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主たる対象者

身体 知的 精神

有限会社オフィス由 太田市岩瀬川町28-7 0276-48-8410 有限会社オフィス由 ○ ○

ニチイケアセンター太田 太田市大島町351-8　サンコー第2ビルＤ 0276-20-2358 株式会社ニチイ学館 ○ ○ ○

ニチイケアセンターおおたいいづか 太田市飯塚町852 0276-47-7005 株式会社ニチイ学館

特定非営利活動法人いろは 太田市藪塚町2194 0277-78-0312 特定非営利活動法人いろは ○ ○ ○

特定非営利活動法人ぐんま障害者地域生活支援
システム研究所

前橋市上小出町2-16-8 027-234-0655
特定非営利活動法人ぐんま障害者
地域生活支援システム研究所

○ ○

華の杜ケアステーション 桐生市川内町5-333-7 0277-46-7859 有限会社さくらネット ○ ○

ヘルパーゆうあいセンター 桐生市新里町新川3742-2 0277-96-2803 社会福祉法人三和会 ○

メディカルブライアン株式会社 太田市大原町1481 0277-22-7722 メディカルブライアン株式会社 ○ ○

けあビジョン桐生 桐生市錦町2-10-29　Kビル2階 0277-20-7050 株式会社ビジュアルビジョン ○ ○ ○

訪問介護花みずき 桐生市錦町1-3-30 0277-44-0121 株式会社光恵 ○ ○ ○

有限会社エコープロジェクト みどり市笠懸町鹿614-6 0277-30-5102 有限会社エコープロジェクト ○ ○ ○

合同会社うさぎ＆かめれおん 邑楽郡大泉町坂田5-5-14 0276-52-8086 合同会社うさぎ＆かめれおん ○ ○

在宅介護サービスことぶき 大泉町坂田5-21-6 0276-55-8977 合同会社ことぶき ○ ○ ○

株式会社M'sケア 桐生市相生町5-444-85 0277-52-1006 株式会社M'sケア ○ ○ ○

一般社団法人居場所づくり研究会 伊勢崎市東町2678-5 0270-75-3860 一般社団法人居場所づくり研究会 ○ ○

株式会社スマイルーク 伊勢崎市三光町20-9 0270-27-4457 株式会社スマイルーク ○ ○ ○

けあビジョン伊勢崎 伊勢崎市連取町1782-5 0270-20-7065 株式会社ビジュアルビジョン

ヘルパーステーションほがらか 太田市新田小金井町1658-2 0276-49-5869 合同会社あすえみ

事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体

～45～



地域活動支援センター

主たる対象者

身体 知的 精神

ヘルパーステーションてのひら 太田市大原町383-23 0277-47-7905 合同会社田中コーポレーション

訪問介護事業所夢国 太田市新田金井町585-1 0276-78-2837 株式会社Kコネクション

けあビジョン太田東 太田市東長岡町1691-1 0276-30-3007 株式会社ビジュアルビジョン

株式会社コネクト 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 043-307-5095 株式会社コネクト

フーミー株式会社 伊勢崎市西小保方町

訪問介護事業所きずな 大阪府大阪市北区中崎西2-2-1 06-6450-5910 合同会社きずなグループ

訪問介護ステーション利楽 太田市植木野町719-1 0276-25-8088 株式会社ネセサリー

主たる対象者

身体 知的 精神

地域活動支援センターふらっと 太田市鶴生田町733-123 20-2509 社会福祉法人アルカディア ○ 30 Ⅰ

地域活動支援センター　結芽 太田市高林北町1138-1 56-9576 社会福祉法人仁和会 ○ 30 Ⅰ

地域活動支援センター耕人舎 太田市藤阿久町3-3 60-5074 社会福祉法人アルカディア ○ 20 Ⅲ

事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体

事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体 定員 類型
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◆障がい者就業・生活支援センター

◆精神障がい者向け施設等

医療機関　精神科（病院）

主たる対象者

身体 知的 精神

わーくさぽーと 太田市東本町53-20 57-8400 社会福祉法人杜の舎 ○ ○ ○

三枚橋病院 太田市長手町1744 26-7511 医療法人赤城会 233

武蔵野病院 太田市龍舞町293 45-9221 医療法人愛全会 185

堀江病院 太田市高林東町1800 38-1215 医療法人三省会 178

時計台メンタルクリニック 太田市飯塚町44-1 49-3971 医療法人時計台 -

あおばクリニック 太田市矢場新町36-3 60-1221 医療法人宗仁会 -

あいメンタルクリニック 太田市龍舞町5688-2 50-1007 あいメンタルクリニック -

群馬県立精神医療センター 伊勢﨑市国定町2-2374 0270-62-3311 群馬県 265

事業所名称 事業所所在地 電話番号 経営主体

医療機関名所 所在地 電話番号 経営主体 病床数

～47～



精神科デイケア

精神科訪問看護

三枚橋病院 太田市長手町1744 26-7511 医療法人赤城会

あいメンタルクリニック　リカバリーセンター 太田市龍舞町5688-1 50-1039 あいメンタルクリニック

訪問サービスセンターみなみ 太田市高林北町1138-1 38-6689 医療法人三省会

ゆうあいリハビリ訪問看護ステーション 太田市鳥山中町813-13 55-1118 株式会社ゆうあいリハビリライフケア

訪問看護ステーションファミリィー 太田市新田中江田町1003-10 56-5571 株式会社ファミリィー

ケアーズ訪問看護ステーション龍舞 太田市龍舞町3813-1　ホライズンコート103号 47-7101 株式会社タカラ電器

訪問介護ステーション　利楽 太田市植木野町719-1 25-8088 株式会社ネセサリー

医療機関名所 所在地 電話番号 経営主体

医療機関名所 所在地 電話番号 経営主体
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